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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
蛋白質含量が乾物あたり３０～９９重量％であって総蛋白質中の脂質親和性蛋白質の割合
がLCI値として40％以下に調製された大豆蛋白素材Ａの、乳酸発酵物を含有することを特
徴とする、製パン改良剤。
【請求項２】
大豆蛋白素材Ａの脂質含量（クロロホルム／メタノール混合溶媒抽出物としての含量をい
う。）が蛋白質含量に対して10重量％未満である、請求項１記載の製パン改良剤。
【請求項３】
大豆蛋白素材Ａの植物ステロール含量がカンペステロールおよびスチグマステロールの和
として脂質100gに対して200mg以上である、請求項１又は２記載の製パン改良剤。
【請求項４】
大豆蛋白素材Ａの乳酸発酵物の大豆固形分が２～１５重量％である請求項１～３の何れか
１項に記載の製パン改良剤。
【請求項５】
蛋白質含量が乾物あたり３０～９９重量％であって総蛋白質中の脂質親和性蛋白質の割合
がLCI値として40％以下に調製された大豆蛋白素材Ａの、乳酸発酵物を含有することを特
徴とする、製パン用乳化油脂組成物。
【請求項６】
油中水型である、請求項５記載の製パン用乳化油脂組成物。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は製パン改良剤、製パン用乳化油脂組成物およびパンに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　パンは、元来穀物の加工形態として創出され、通常原料として小麦粉、イースト、食塩
、水に、砂糖、乳製品、油脂、その他の副原料を配合し、または食品添加物を加え混合し
た生地を発酵・膨化させ焼成して作られる。
【０００３】
　ところで、パンの嗜好傾向として、最近の消費者は、益々ソフトタイプのものを好む傾
向にあり、このためソフトタイプのパンの検討が従来に増して数多く行われている。ソフ
トなパンを得る方法としては、パン生地の発酵時間を増長させる方法、パン生地の添加水
量を増加させる方法及びモノグリセライドを主体とした乳化剤を添加する方法が知られて
いる。しかしながら発酵時間を増長させる方法については、今日の大量生産方式下ではパ
ン生地の発酵時間が定められている場合が多く、従って該発酵時間の変更は生産工程上困
難である。添加水を増量する方法は、パン生地中の水分が増加するため生産工程中にパン
生地が製造機器に付着し、作業効率の低下を起こすのみならず、しばしば製品に悪影響を
及ぼす。又、モノグリセライドを主体とする乳化剤の添加はソフトなパンを得るには簡便
であるところから広く採用されている。
【０００４】
　最近の消費者の健康志向により従来より使用されているこの種の添加物に替わって天然
素材を使用したパンの製造方法が種々検討されている。例えば、特許文献１には、パンの
品質の改良用の酵素製品及びパンの品質の改良方法が提案されている。
【０００５】
　上記天然素材以外にも乳酸発酵物を利用したパン改良剤も検討されており、例えば、特
許文献２，３には、無脂乳固形分を含んだ乳酸発酵物が提案されている。
　また、特許文献４には、乳酸菌による発酵大豆蛋白液を主体とする製パン改良剤が提案
されており、パンの食感をソフトにし、老化を防止してソフトな食感を長く保持する効果
、風味改善効果、抗細菌効果等を発揮することが示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平６－１６９６８１号公報
【特許文献２】特開昭６１－１５２２２７号公報
【特許文献３】特開平１１－９１７５号公報
【特許文献４】特開２００１－２９９１９４号公報
【特許文献５】特開２０１２－１６３４８号公報
【特許文献６】特開２０１０－１９３９０９号公報
【特許文献７】特開２００２－２３８４４２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、従来の乳製品から作られるこれらのパン改良剤やヨーグルトに代表され
る乳製品の乳酸菌発酵物は、口どけや歯切れの良さは出るもののパン生地の軟化を生じる
ため、作業性が劣る場合がある。また特許文献４の改良剤では、よりソフトな食感を保持
するためにはまだ改善の余地があった。
　かかる状況に鑑みて本発明は、食感がソフトであり、このソフトな食感がより長く保持
されるパンを提供することを目的とし、さらにこのパンの製造に有効なパン改良剤を提供
することを目的とするものである。



(3) JP 6201308 B2 2017.9.27

10

20

30

40

50

【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者らは、上記課題を解決すべく鋭意研究を行ったところ、大豆蛋白素材として大
豆蛋白質中の脂質親和性蛋白質の割合が低減された特定の大豆蛋白素材を選択し、これを
乳酸発酵させて得られた乳酸発酵物、あるいは該乳酸発酵物を配合した乳化油脂組成物を
パン生地に添加することにより、上記課題を解決するに至った。
【０００９】
　すなわち、本発明は、
（１）大豆蛋白素材の乳酸発酵物を含有する製パン改良剤であって、該大豆蛋白素材は、
総蛋白質中の脂質親和性蛋白質の割合がLCI値として40％以下の大豆蛋白素材Ａであるこ
とを特徴とする、製パン改良剤、
（２）大豆蛋白素材Ａの脂質含量（クロロホルム／メタノール混合溶媒抽出物としての含
量をいう。）が蛋白質含量に対して10重量％未満である、前記（１）記載の製パン改良剤
、
（３）大豆蛋白素材Ａの植物ステロール含量がカンペステロールおよびスチグマステロー
ルの和として脂質100gに対して200mg以上である、前記（１）又は（２）記載の製パン改
良剤、
（４）大豆蛋白素材Ａの乳酸発酵物の大豆固形分が２～１５重量％である前記（１）～（
３）の何れか１項に記載の製パン改良剤、
（５）大豆蛋白素材の乳酸発酵物を含有する製パン用乳化油脂組成物であって、該大豆蛋
白素材は、総蛋白質中の脂質親和性蛋白質の割合がLCI値として40％以下の大豆蛋白素材
Ａであることを特徴とする、製パン用乳化油脂組成物、
（６）油中水型である、前記（５）記載の製パン用乳化油脂組成物、
（７）大豆蛋白素材の乳酸発酵物を含有するパンであって、該大豆蛋白素材は、総蛋白質
中の脂質親和性蛋白質の割合がLCI値として40％以下の大豆蛋白素材Ａであることを特徴
とするパン、
（８）前記（５）記載の製パン用乳化油脂組成物を用いたパン、
である。
【００１０】
　ところで特許文献５～７には脂質親和性蛋白質が低減された大豆蛋白素材について開示
されているが、特許文献５，６はかかる大豆蛋白素材の製造技術に関するものである。ま
た特許文献７はβ－コングリシニンが精製された大豆蛋白素材をパンに使用する際に、リ
ン脂質であるホスファチジルコリンを併用することによりタンパク質によるパンの膨化阻
害を抑制する技術に関するものである。これら特許文献５～７には脂質親和性蛋白質が低
減された特定の大豆蛋白素材を乳酸発酵することについては提案されていない。さらにそ
の乳酸発酵物をパン生地に添加したり、あるいは該乳酸発酵物を配合した乳化油脂組成物
をパンに添加することについても提案されていない。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、ソフトな食感の持続性に優れた製パン改良効果を有する製パン改良剤
、あるいは製パン用乳化油脂組成物を提供することができる。そしてこれを用いることに
より、他の物性改良剤を使用しなくとも風味、ソフトな食感の持続性に優れたパンを製造
することができる。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明の製パン改良剤は、大豆蛋白素材の乳酸発酵物を含有する製パン改良剤であって
、該大豆蛋白素材は、総蛋白質中の脂質親和性蛋白質の割合がLCI値として40％以下の大
豆蛋白素材Ａであることを特徴とする。以下、本発明の実施形態について詳細に説明する
。
【００１３】
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（パン）
　本発明において、パンの用語は小麦粉や米粉等の穀粉を主原料とし、これに水、油脂類
、糖類、澱粉類、調味料、卵、乳製品、イーストフード、酵素類、乳化剤、フレーバー等
の原料を必要に応じて添加し、パン酵母の添加の有無に係わらず混捏工程を得て得られた
生地を焼成、蒸し等により加熱し、得られるものをいう。例えば、食パン、菓子パン、特
殊パン（グリッシーニ、マフィン等）、テーブルロール、調理パン、デニッシュペストリ
ー、ピザ、ピタパン、ナンなどのパン酵母による発酵を行うものだけでなく、蒸しパン、
中華まん、チャパティ、プーリー、ホットケーキ、ワッフル、蒸しケーキ、スポンジケー
キ、クレープ、饅頭などのように発酵しないものも広く含まれる。特にソフトな食感が好
まれる種類のパンが好ましい。本発明においてパンの製法としては、一般的に使用される
中種法、ストレート法、冷凍生地法、冷蔵生地法などを用いることができる。
【００１４】
（製パン改良剤）
　本発明の製パン改良剤は、下記に説明する特定の組成を有する大豆蛋白素材を乳酸発酵
した乳酸発酵物を含むことが重要であり、該乳酸発酵物単独又はその他の既存の食品原料
や品質改良剤と混合し、製品として提供することができる。
【００１５】
（大豆蛋白素材）
　本発明の製パン改良剤の主成分である乳酸発酵物の発酵原料として使用される特定の大
豆蛋白素材は、大豆から水抽出されるグリシニン及びβ－コングリシニンを主体とする蛋
白質を主な構成成分とし、かつ総蛋白質中の脂質親和性蛋白質の割合が少ないものである
。
　すなわち、総蛋白質中の脂質親和性蛋白質の割合がLCI値として40％以下であることを
特徴とする大豆蛋白素材である（以下、これを「大豆蛋白素材Ａ」と称する。）。かかる
大豆蛋白素材Ａの乳酸発酵物をパンに添加することにより、ソフトな食感であってかつソ
フトな食感の持続性が高いパンを得ることができる。総蛋白質中の脂質親和性蛋白質の割
合が高くなるほどパン生地中のグルテン形成への影響が大きくなるためか、ソフトな食感
の持続性が低下する傾向にある。このような大豆蛋白素材Ａの例としては、特許文献５に
開示される「減脂大豆蛋白素材」や特許文献６に記載される豆乳や分離大豆蛋白などを適
用することができる。
【００１６】
　大豆蛋白素材Ａの製品の形態としては上記要件を満たす限り特に限定されず、具体的に
は豆乳が挙げられるが、豆乳以外の形態としては、該豆乳を原料としてさらに蛋白質の純
度を高めた形態が挙げられ、典型的には豆乳から糖質、灰分等の水溶性成分を除去して蛋
白質の純度を高めた分離大豆蛋白や、前記豆乳あるいは分離大豆蛋白の蛋白質をさらに分
画してグリシニンあるいはβ－コングリシニンの純度を高めた分画大豆蛋白の形態が挙げ
られる。
【００１７】
　大豆蛋白素材Ａの蛋白質含量は乾物あたりで30～99重量％の範囲が好ましい。大豆蛋白
素材Ａが豆乳の形態の場合、通常は下限が乾物あたり45重量％以上、あるいは50重量％以
上、あるいは55重量％以上であり、上限が70重量％以下、あるいは65重量％以下でありう
る。蛋白質の分画や他の成分の添加など、加工方法によっては30重量％以上45重量％未満
の範囲にもなりうる。また大豆蛋白素材Ａが当該豆乳をさらに精製して蛋白質純度を高め
た分離大豆蛋白の形態の場合は、下限が70重量％超、あるいは80重量％以上であり、上限
は99重量％以下、あるいは95重量％以下でありうる。なお、本発明における蛋白質含量は
ケルダール法により窒素量として測定し、該窒素量に6.25の窒素換算係数を乗じて求める
ものとする。
【００１８】
　脂質親和性蛋白質は、大豆の主要な酸沈殿性大豆蛋白質の内、グリシニン（７Ｓグロブ
リン）とβ－コングリシニン（１１Ｓグロブリン）以外のマイナーな酸沈殿性大豆蛋白質
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」と略記することがある。
　LPは雑多な蛋白質が混在したものであるが故、各々の蛋白質を全て特定し、LPの含量を
厳密に測定することは困難であるが、下記LCI（Lipophilic Proteins Content Index）値
を求めることにより推定することができる。
　これによれば、大豆蛋白素材Ａ中の蛋白質のLCI値は通常40％以下、より好ましくは38
％以下、さらに好ましくは36％以下である。
　通常の未変性（NSI 90以上）の大豆を原料として一般的な大豆蛋白素材を製造する場合
ではLPは可溶性の状態で存在するため、水抽出すると水溶性画分側へ抽出される。一方、
大豆蛋白素材Ａでは、LPを原料大豆中において加熱処理によって変性させ不溶化させて製
造するため、LPが抽出されにくく不溶性画分側に残る。
　このように蛋白質中におけるLPの割合を低減することによって脂質の含有量を極めて低
レベルに保った大豆蛋白素材を得ることがきる。
【００１９】
○蛋白質の各成分の組成分析
　大豆蛋白素材Ａの蛋白質の各成分組成はＳＤＳポリアクリルアミドゲル電気泳動（SDS-
PAGE）により分析することができる。
　界面活性剤であるSDSと還元剤であるメルカプトエタノールの作用によって蛋白質分子
間の疎水性相互作用、水素結合、分子間のジスルフィド結合が切断され、マイナスに帯電
した蛋白質分子は固有の分子量に従った電気泳動距離を示ことにより、蛋白質に特徴的な
泳動パターンを呈する。電気泳動後に色素であるクマシーブリリアントブルー（CBB）に
てSDSゲルを染色した後に、デンシトメーターを用い、全蛋白質のバンドの濃さに対する
各種蛋白質分子に相当するバンドの濃さが占める割合を算出する方法により求めることが
できる。
【００２０】
〔LP含量の推定・LCI値の測定方法〕
(a) 各蛋白質中の主要な蛋白質として、７Ｓはαサブユニット及びα'サブユニット（α
＋α'）、１１Ｓは酸性サブユニット（AS）、LPは34kDa蛋白質及びリポキシゲナーゼ蛋白
質（P34＋Lx）を選択し、ＳＤＳ－ＰＡＧＥにより選択された各蛋白質の染色比率を求め
る。電気泳動は表１の条件で行うことが出来る。
(b) Ｘ（％）＝（P34＋Lx）／｛（P34＋Lx）＋（α＋α’）＋AS｝×100（％）を求める
。
(c) 低変性脱脂大豆から調製された分離大豆蛋白のLP含量は凡そ３８％となることから、
X=38（％）となるよう（P34＋Lx）に補正係数k*＝6を掛ける。
(d) すなわち、以下の式によりLP推定含量（Lipophilic Proteins Content Index、以下
「LCI」と略する。）を算出する。
【００２１】
（表１）
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【００２２】
　大豆蛋白素材Ａは、一般に水溶性で抽出されやすいリポキシゲナーゼ蛋白質が極めて少
ないことも大きな特徴であり、上記のLCI値で特定する代替としてリポキシゲナーゼ蛋白
質量でも特定することができる。この場合、大豆蛋白素材Ａ中の全蛋白質あたり１％以下
であり、好ましくは0.5％以下である。
　通常の未変性（NSI 90以上）の大豆を原料として一般的な大豆蛋白素材を製造する場合
ではリポキシゲナーゼ蛋白質は可溶性の状態で存在するため、水抽出すると水溶性画分側
へ抽出される。一方、大豆蛋白素材Ａではリポキシゲナーゼ蛋白質を原料大豆中において
加熱処理によって失活させ不溶化させて製造するため、リポキシゲナーゼ蛋白質が抽出さ
れにくく不溶性画分側に残る。
　このように蛋白質中におけるリポキシゲナーゼ蛋白質の割合を極めて少なくすることに
よって、脂質の含有量を極めて低レベルに保った大豆蛋白素材を得ることがきる。
【００２３】
　リポキシゲナーゼ蛋白質の場合は通常L-1、L-2、L-3の３種類が存在し、上記の電気泳
動法により、リポキシゲナーゼ蛋白質に相当するこれらのバンドの濃さから含量を算出で
きる。
【００２４】
　大豆蛋白素材Ａは糖質及び蛋白質が乾物の大部分を占める主成分であることができ、こ
の場合は炭水化物（乾物から脂質、蛋白質及び灰分を除いたもの）の含量は、蛋白質との
総含量で表すと乾物あたり80重量％以上が好ましく、より好ましくは85重量％以上である
。乾物の残成分は灰分と微量の脂質からほぼ構成され、灰分は乾物当たり通常15重量％以
下、好ましくは10重量％以下である。食物繊維は炭水化物に含まれるものの、大豆蛋白素
材Ａは食物繊維質が除去されているので、乾物当たり３重量％以下、好ましくは２重量％
以下の微量である。
【００２５】
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　大豆蛋白素材Ａは、原料である大豆粉の脂質含量／蛋白質含量の比よりも低い値の脂質
しか含まれず、中性脂質と共に極性脂質の含量も低いことが好ましい。これに対し、一般
に脱脂豆乳などは大豆をヘキサンで脱脂した脱脂大豆を水抽出して得られるが、この脱脂
豆乳は極性脂質が除去されておらずなお多く含まれる。
　そのため、大豆蛋白素材Ａ中の脂質含量は、試料を凍結乾燥後、クロロホルム：メタノ
ールが２：１（体積比）の混合溶媒を用い、常圧沸点において30分間抽出された抽出物量
を総脂質量として、脂質含量を算出した値とする。溶媒抽出装置としてはFOSS社製の「ソ
ックステック」を用いることができる。なお上記の測定法は「クロロホルム／メタノール
混合溶媒抽出法」と称するものとする。
【００２６】
　大豆蛋白素材Ａは、脂質含量が蛋白質含量に対して10重量％未満が好ましく、より好ま
しくは９重量％未満、さらに好ましくは８重量％未満、さらに好ましくは５重量％未満、
さらに好ましくは４重量％以下であり、３重量％以下とすることも可能である。すなわち
蛋白質よりも中性脂質と極性脂質を含めた総脂質が極めて少ない大豆蛋白素材が１つの好
ましい態様である。LPが少なくかつ総脂質が少ない大豆蛋白素材を乳酸発酵に供すること
により、青臭みが極めて感じにくいすっきりとした風味の乳酸発酵物を得ることができ、
パン生地に加えてもパンの風味に影響を及ぼしにくい。このような素材としては、例えば
特許文献５に開示される「減脂大豆蛋白素材」が該当する。通常の有機溶剤を用いて脱脂
された脱脂大豆から抽出した脱脂豆乳も中性脂質は殆ど含まれないが、極性脂質が一部抽
出されるため、蛋白質に対する脂質含量はおよそ５～６重量％である。この態様の場合、
乾物あたりでの脂質含量も５重量％以下が好ましく、好ましくは３重量％以下、より好ま
しくは２重量％以下、さらに好ましくは1.5重量％以下でありうる。
【００２７】
　大豆蛋白素材Ａは、植物ステロールの脂質に対する含量が通常の脱脂豆乳よりも格段に
高いことが１つの好ましい態様であり、上述の低脂質の態様および本態様の組合せがより
好ましい。このような素材としては、例えば特許文献５に開示される「減脂大豆蛋白素材
」が該当する。植物ステロールの含量はカンペステロール及びスチグマステロールの含有
量の和で表した場合、ヘキサン等の有機溶媒で脱脂された脱脂大豆を原料に調製された大
豆蛋白素材では、脂質100g当たり40～50mg程度であるが、大豆蛋白素材Ａとしては脂質10
0g当たりで少なくとも200mg以上という高含量であることが好ましい。より好ましくは230
mg以上、さらに好ましくは400mg以上、さらに好ましくは450mg以上、さらに好ましくは50
0mg以上という高含量でありうる。これら植物ステロールの含有量は、特許文献５に記載
の方法で求めることができる。
【００２８】
　大豆蛋白素材Ａが豆乳の形態で、性状が液体の場合、乾物（dry matter）は通常３～２
０重量％程度であるが、特に限定されるものではない。すなわち加水して低粘度の液状と
したものや、減圧濃縮や凍結濃縮等の濃縮加工により高粘度化したものであってもよく、
また噴霧乾燥や凍結乾燥等の粉末加工により粉末状としたものであってもよい。
【００２９】
（乳酸発酵物）
　本発明の製パン改良剤は、上述した大豆蛋白素材Ａを乳酸菌で発酵させた乳酸発酵物を
含むことが特徴である。
【００３０】
　大豆蛋白素材Ａは溶液又は分散液の状態で発酵に供すればよい。
【００３１】
　また大豆蛋白素材Ａを含む液（大豆蛋白素材Ａ含有液）と油脂とを適当な割合で混合し
、必要に応じて均質化して、水相と油相からなる混合液や乳化液としておくこともできる
。この場合、油脂は動植物由来の油脂、それらの加工油脂など公知の油脂を使用すること
ができる。例えば牛脂、豚脂、大豆油、綿実油、米油、コーン油、ヤシ油、パーム油、カ
カオ脂等やこれらを硬化、分別、エステル交換等したものを単独あるいは混合して用いる
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ことができる。
　また大豆蛋白素材Ａ含有液を加温しつつ、モノグリセリド、有機酸モノグリセリド、ジ
グリセリン脂肪酸エステル、ソルビタン脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステル、ポリグ
リセリン脂肪酸エステル、プロピレングリコール脂肪酸エステル、レシチン等の乳化剤を
添加し、混合均質化して、複合体としておくこともできる。
【００３２】
　製パン改良剤のパン生地への添加量によって効果は多少変化するが、乳酸発酵物中の大
豆固形分の割合は２～15重量％、好ましくは４～10重量％が適当である。パンの食感、特
にソフトさの持続性については、大豆固形分中に含まれる大豆蛋白の保水性の強さによっ
てパン中の自由水が固定されて移動しにくくなるため、澱粉の老化が抑制されるものと考
えられる。大豆固形分２重量％未満であると老化防止に有効な大豆蛋白質が不足するため
か効果が少なくなる傾向にある。
【００３３】
○発酵方法
　発酵方法は特に限定されず、例えば大豆蛋白素材Ａやこれを含む混合物に乳酸菌スター
ターを接種した後、その菌株に適した温度と時間で培養し、必要に応じて雰囲気の嫌気性
等の条件を適宜決定して発酵を行うことができる。使用する乳酸菌が酸素の存在下では生
育しにくい場合には、窒素などの不活性ガスの存在下において発酵することができる。発
酵の程度についてはｐＨで概ね５．４以下になることが望ましい。
　発酵は菌株を複数種組み合わせた混合発酵であっても良いし、菌株を複数種組み合わせ
た連続発酵であってもよい。
　発酵に際しては、予め大豆蛋白素材Ａにショ糖、ブドウ糖、果糖、転化糖などの食品に
用いられる糖類、肉エキス、ペプトン、酵母エキス、ペプチドなどの微生物の増殖に必要
な栄養素を添加することができる。
　また、使用する微生物の至適ｐＨに調整するために、培養液に予めクエン酸、リンゴ酸
、乳酸等の食品に用いられる酸を添加することができる。
　また、乳酸発酵物を液状で流通させる場合には、酸性下において大豆蛋白質を安定化さ
せるために、水溶性大豆多糖類、ペクチン、ＣＭＣ等の安定剤を添加しておくことができ
る。
【００３４】
○乳酸菌
　例えば乳酸菌としては、通常のヨーグルトに使用されている菌種を用いればよく特に限
定されない。例えばラクトバチルス・カゼイ、ラクトバチルス・プランタラム、ラクトバ
チルス・ヘルベティカス、ラクトバチルス・ブルガリカス、ラクトバチルス・ガッセリ、
ラクトバチルス・アシドフィルス、ラクトバチルス・ラクチス、ラクトバチルス・サリバ
リウス・サリバリウス、ラクトバチルス・ガリナラム、ラクトバチルス・アミロボラス、
ラクトバチルス・ブレビス・ブレビス、ラクトバチルス・ファーメンタム、ラクトバチル
ス・マリ、ラクトバチルス・デルブルッキィ、ラクトバチルス・サンフランシスエンシス
、ラクトバチルス・パネックス、ラクトバチルス・コモエンシス、ラクトバチルス・イタ
リカス、ラクトバチルス・ライキマニ、ラクトバチルス・カルバタス、ラクトバチルス・
ヒルガルディ、ラクトバチルス・ルテリ、ラクトバチルス・パストリアヌス、ラクトバチ
ルス・ブクネリ、ラクトバチルス・セロビオサス、ラクトバチルス・フルクティボランス
等のラクトバチルス属、ストレプトコッカス・サーモフィルス、ストレプトコッカス・ラ
クチス、ストレプトコッカス・ジアセチルラクチス等のストレプトコッカス属、ラクトコ
ッカス・ラクチス・ラクチス、ラクトコッカス・ラクチス・クレモリス等のラクトコッカ
ス属、ロイコノストック・メセンテロイデス・クレモリス、ロイコノストック・ラクチス
等のロイコノストック属等の乳酸菌を特に限定なく用いることができる。また、乳酸菌の
一種として各種ビフィズス菌を使用して発酵させてもよい。
【００３５】
○殺菌
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　以上のようにして得られた乳酸発酵物はパン生地への添加時において、品質安定化のた
め殺菌されていることが好ましい。殺菌手段は特に限定しないが、加熱殺菌が生産上好適
である。乳酸菌が生きていると、パン生地の発酵時に乳酸菌による発酵が進み過ぎて、酸
度が上昇し易くなり、酸度が上昇してパン生地のｐＨが低下し過ぎることによりグルテン
が軟化し過ぎて、パン製造時の作業性が低下する。
　このような場合、焼成後のパンにはケービング（パンの側面が凹んだ状態）が生じ、軟
化したパンとなってしまい食感も低下する。製パン改良剤が殺菌されていると乳酸菌がパ
ン生地の発酵時に増殖することがなく、パン生地への作用が安定するものである。
　加熱殺菌には概ね７０℃以上の低温殺菌法や、１００℃以上の高温殺菌法があり、プレ
ート熱交換機を利用した間接殺菌方式や直接蒸気を吹き込む直接殺菌方式又は容器詰め加
圧加熱殺菌方式などを採用しうる。
【００３６】
　該乳酸発酵物を含む製パン改良剤のｐＨは、使用する乳酸菌の種類、複数種を組み合わ
せる場合にはその組み合わせ、発酵の程度により異なるが、通常３．７～５．４、好まし
くは４．０～５．０が適当である。
【００３７】
　本発明の製パン改良剤をパン生地中に原料として添加することにより、得られるパンは
従来よりもソフトな食感と良好な風味を呈する。
【００３８】
　本発明の製パン改良剤のパン生地中への添加方法には、他の原料と一緒に直接混合する
方法や、予め製パン改良剤を水相と油相から成る乳化油脂組成物中に添加しておき、該乳
化油脂組成物をパン生地に混合する方法等を採用できる。
【００３９】
（製パン用乳化油脂組成物）
　本発明の製パン改良剤の主成分であるLCI値が40％以下の大豆蛋白素材Ａの乳酸発酵物
は、乳化油脂組成物の水相に配合し、製パン用乳化油脂組成物とすることができる。該乳
化油脂組成物はマーガリンやファットスプレッド等の油中水型乳化油脂組成物としてもよ
いし、クリームやフィリング等の水中油型乳化油脂組成物としてもよい。パン生地のグル
テン形成への影響をより少なくし、より少量で生地中のグルテンネットワーク中に分散さ
せることができ、製パン改良剤としての機能をより発揮させうる点で、油中水型乳化油脂
組成物がより好ましい。これらの乳化油脂組成物は、該乳酸発酵物配合する以外には公知
の方法と原材料を用いて製造すればよい。油相の比率は、油中水型と水中油型のいずれに
するか、製パン改良剤の添加量等によって適宜決定すればよいが、通常は油中水型の場合
には３０～９０重量％、水中油型の場合には５～６０重量％とすればよい。
【００４０】
　該乳酸発酵物のパン生地中への添加量は特に限定されないが、抗細菌性と抗黴性に対す
る効果の観点から、パン生地中の小麦粉１００重量部に対して、３～３５重量部、好まし
くは５～２５重量部が適当である。添加量が少なすぎるとソフトで老化が遅くなる効果と
保存性の向上効果が発揮されにくくなる場合があり、多すぎると製パン改良剤に含まれる
発酵生成物である酸によってグルテンが軟化し過ぎる場合がある。
【００４１】
　パン生地に用いる製パン用穀粉は、小麦粉、全粒粉、米粉など通常使用されているもの
を単独又は適宜組み合わせて使用できる。小麦粉は強力粉、中力粉等の種別を限定するも
のではない。パンの製造は、通常用いられる方法を用いれば良く、製パン改良剤を前記方
法によりパン生地に配合し、発酵膨化させ又はさせずに、焼成もしくは蒸し、フライ等の
加熱をして製造することが出来る。パンの生地には、本製パン改良剤と製パン用穀粉にパ
ン用酵母、食塩、水等の主原料を加えて通常の方法により得ることが出来るが、他に食塩
、水、イーストフード、その他必要に応じて油脂類（ショートニング、ラード、マーガリ
ン、バター、液状油等）、乳化剤、乳製品、糖類、調味料（グルタミン酸類、核酸等）、
化学膨張剤、フレーバー等の副原料を添加・混捏して得ることが出来る。この生地を、必
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要により発酵工程を経て焼成等してパンを得ることが出来る。
【実施例】
【００４２】
　以下に実施例を記載するが、この発明の技術思想がこれらの例示によって限定されるも
のではない。なお、以下特に断りのない限り、「％」と「部」は重量基準である。
【００４３】
○製造例１（低ＬＰ豆乳の調製）
　特許文献５に記載の方法に準じ、NSI 56の大豆粉5kgに対して9倍量、60℃の水を加えて
懸濁液とし、保温しながら30分間攪拌し、水抽出した。このときのpHは6.5であった。３
層分離方式の遠心分離を6,000×gにて連続的に行い、（１）浮上層・（２）中間層・（３
）沈殿層に分離させた。そして（２）中間層として減脂豆乳12kgを回収した。得られた画
分を凍結乾燥し、一般成分として乾物、並びに、乾物あたりの蛋白質（ケルダール法によ
る）、脂質（クロロホルム／メタノール混合溶媒抽出法による）及び灰分を測定し、さら
に脂質100g当たりの植物ステロール含量（カンペステロール及びスチグマステロール含量
の和）（mg）、SDS-PAGEによりリポキシゲナーゼ蛋白質含量、LPの含量の推定値としてLC
I値の分析を行った（表２参照）。
【００４４】
○比較製造例１（通常の全脂豆乳の調製）
　脱皮脱胚軸大豆１部に水10部を加え、85℃で60分間以上浸漬して十分に吸水した脱皮脱
胚軸大豆（水分含量40～55％）1部に対し、熱水（90℃）3部を加えたものをグラインダー
で処理し、これに重曹溶液を添加してpHを7.3以上8.0以下に調整した。これをホモゲナイ
ザー（APV社製）に供給し、150kg/cm2で均質化処理した。均質化した磨砕液は遠心分離に
よって３０００Gで5分間分離して豆乳とおからを得た。この原料豆乳（全脂豆乳）は固形
分9.0％、蛋白質4.5％でpH7.5であった。
【００４５】
（表２）

【００４６】
（製パン改良剤）
　製造例１で得られた低LP豆乳80部を60℃に加熱し、砂糖5部、水溶性大豆多糖類「ソヤ
ファイブ」（不二製油(株)製）１部を水14部に溶解あるいは分散して添加混合した後、ホ
モゲナイザーで150kg/cm2で均質化処理したものを、直接蒸気加熱殺菌にて145℃、4秒加
熱を行った。殺菌後、42℃まで冷却し、ラクトバチルス・ブルガリカス、ストレプトコッ
カス・サーモフィラス、ビフィドバクテリウム・ロンガムの各種市販乳酸菌（凍結乾燥菌
）の個別培養液をスターターとして、各１％ずつ添加し、42℃、6時間、pH4.6となるまで
発酵を行った。次いで、7℃まで攪拌冷却して得られたカード状の発酵豆乳を攪拌により
均質化したものを「製パン改良剤Ｐ」とした。
　比較として、比較製造例１で得られた全脂豆乳を用いて上記と同様にして「製パン改良
剤Ｑ」を調製した。
【００４７】
○実施例１、比較例１　－製パン改良剤を配合したパン－
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　上記製パン改良剤Ｐ，Ｑを添加して、表３の配合と表４の作業工程で約５ｋｇ規模によ
り、70％中種法にて食パンを製造した。小麦粉としては強力粉「イーグル」（日本製粉(
株)製）を、イーストとしては生イースト「オリエンタルイースト」（オリエンタル酵母
工業(株)製）を、油脂としてはショートニング「パンパスピュアレ」（不二製油(株)製）
を用いた。
【００４８】
（表３）配合表

【００４９】
（表４）作業工程

【００５０】
　製造した食パンに対しソフト感（製造直後）、ソフト感の持続性、口溶けおよび風味に
ついて官能による品質評価を１０名の嗜好パネラーに依頼して行った。評価基準は１点：
不良、２点：やや不良、３点：許容できる、４点：良好、５点：非常に良好　として絶対
評価を行ってもらい、１０名の平均値を求めた。そして平均値によりＡ（４．５点以上）
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、Ｂ（３．５点以上４．５点未満）、Ｃ（２．５点以上３．５点未満）、Ｄ（１．５点以
上２．５点未満）、Ｅ（１．５点未満）の５段階で評価付けした。なお、ソフト感の持続
性は、食パン製造日の２日後の官能検査の結果を示す。結果を表５に示す。
【００５１】
(表５) パンの評価

【００５２】
　実施例１、比較例１共にソフトな食感を有していたものの、特に実施例１の食感は、比
較例１よりもさらにソフトな食感となっており、特にソフト感の持続性が高く、かつ口溶
けが良く、しかも風味面でもパンの風味が強く出ており優れていた。
【００５３】
○製造例２（製パン改良剤Ｐを使用した製パン練り込み用油中水型乳化油脂組成物）
　パーム分別硬化油を2.0部、エステル交換油 を10.0 部、パーム分別油を57.5部を、混
合させ油相を得た。また、製パン改良剤Ｐを30.0部に食塩0.5部を溶解させ水相を得た。
油相と水相を60 ℃ で予備乳化させ、コンビネーターで急冷捏和し、組織良好な製パン練
り込み用油脂組成物Ｘ（油脂組成物中の製パン改良剤Ｐの含量30重量％）を得た。
【００５４】
○比較製造例２（通常の製パン練り込み用油中水型乳化油脂組成物）
　パーム分別硬化油を2.0 部、エステル交換油 を10.0 部、パーム分別油を70.0部を、混
合させ油相を得た。また、水17.5部に食塩0.5部を溶解させ水相を得た。油相と水相を60 
℃ で予備乳化させ、コンビネーターで急冷捏和し、製パン練り込み用油脂組成物Ｙを得
た。
【００５５】
○比較製造例３（製パン改良剤Ｑを使用した製パン練り込み用油中水型乳化油脂組成物）
　パーム分別硬化油を2.0部、エステル交換油 を10.0 部、パーム分別油を57.5部を、混
合させ油相を得た。また、比較パン改良剤を30.0部に食塩0.5部を溶解させ水相を得た。
油相と水相を60 ℃ で予備乳化させ、コンビネーターで急冷捏和し、組織良好なパン練り
込み用油脂組成物Ｚを得た。
【００５６】
○実施例２、比較例２，３）　－製パン練り込み用油中水型乳化油脂組成物を配合したパ
ン－
　製造例２および比較製造例２，３で得られた製パン練り込み用油脂組成物Ｘ～Ｚをそれ
ぞれ添加（小麦粉に対して製パン改良剤として６％）して、表６の配合と表７の作業工程
で約５ｋｇ規模により、70％中種法にてパンを作製した。小麦粉としては強力粉「イーグ
ル」（日本製粉(株)製）を、イーストとしては生イースト「オリエンタルイースト」（オ
リエンタル酵母工業(株)製）を用いた。
【００５７】
（表６）配合表
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【００５８】
（表７）作業工程

【００５９】
　製造したパンに対し実施例１と同様にして品質評価を行った。結果を表８に示す。
【００６０】
(表８） パンの評価

【００６１】
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　比較例２と異なり、実施例２、比較例３のパンは共にソフトな食感を有していたが、実
施例２のパンの食感は、比較例３のパンよりさらにソフトな食感を有しており、特にソフ
ト感の持続性が高く、しかも口溶けが良く風味も優れていた。
　実施例１および実施例２のパンの品質は同等であったが、実施例２のように本発明の製
パン改良剤を添加した油脂組成物を調製してからパン生地に練り込むと少量で同等の効果
が得られた。
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